
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔ 地震について 

✔  

✔ 家具転倒防止について 

✔ 避難所について 

✔ 振り込め詐欺対策について 

✔ 春日井市の犯罪情勢について 

✔ 自動車関連の盗難について 

✔ 住宅の侵入盗について 

防災講話（例） 防犯講話（例） 

春日井市 総務部 市民安全課 安全なまちづくり担当 

〒486-8686 春日井市鳥居松町５丁目44番地 

電話 85-6064   ＦＡＸ 83-9988 

Ｅメール anzen＠city.kasugai.lg.jp 

お
問
い
合
わ
せ
先 

※ お申込み方法については、裏面をご覧ください。 

★ 長年培った知識や経験をもとにお話しします 

★ 最新の知識や対策をわかりやすくお伝えします 

★ 皆様に楽しく学んでいただけるよう研鑽しています 

✔ 高齢者の交通事故防止について 

✔  

✔ 自転車の安全利用について 

✔ 反射材の有効性について 

交通安全講話（例） 

交差点・横断歩道での安全確認

について 

備蓄品・非常持ち出し品に

ついて 



 

 

 

 

１ 派遣要件 
（１）防災、防犯又は交通安全に関する講話であること。 

   ※内容の詳細については別途ご相談させていただきます。 
   ※時間は30分から１時間程度を想定しています。 
（２）申込者により春日井市内の会場を確保できること。 
（３）受講予定者数が概ね10名程度以上であること。 
（４）アドバイザーが車で訪問する場合には駐車場を確保できること。 

 
２ 申し込み方法等 
  春日井市 市民安全課（８５－６０６４）にお問い合わせください。 
その後、申込書をご提出していただきます。 
 

３ 派遣できる日時 
年末年始を除く、午前９時から午後５時まで。 
派遣の可否についてはアドバイザーと調整して決定となります。場合 

によってはご希望に添えないこともありますのでご了承ください。 
 

４ アドバイザーへの謝礼 
春日井市からお支払いいたしますので、申込者のご負担はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春日井市安全安心地域アドバイザー派遣の
お申し込み方法 

区・町内会・自治会 

老人クラブ 等 

地域住民 

⑤防災、防犯又は 

交通安全講話 

②日程調整 ①講話依頼 

春日井市 

安全安心 

地域アドバイザー 

 
防災・防犯・交通安全の 

 

④講話の詳細調整 

③派遣講師決定の連絡 

知識や対策 

 


